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(論文内容の要 旨)

本論文 は、律令や行政文書な どの出土文字資料 を用いて、秦漢時代の基層社会、 よ

り具体的には郷 ・里 ・伍 ・戸ない し個人 に対す る支配 の実態の解明を試 みるものであ

る。

〈序論〉;〈一〉冒頭 に掲 げた本論文の 目的 を記す。 〈二〉論文の構成お よび各章で設

定 された問題 とその背景 となる研究状況、お よび作業 の概要、獲得 され る結論の意義

などを予告す る。 〈三〉本論文で使用 され る主要 な出土簡憤 である居延漢簡 ・睡虎地秦

簡 ・張家 山漢簡 ・里耶秦簡 について解説す る。 〈四〉居延漢簡以外の主要な出土簡憤が

秦 ・前漢初期 に偏 してい るため、四、五百年 にお よぶ 「秦漢時代」 における発展変化

の側面は当面解 明しえない。 こ うした史料的制約 に鑑 み、比較的普遍性 を有す る原則

を復元す ることを、あ らか じめ断 る。

〈第一章 居延漢簡 に見 られ る住居及び里制 「田舎」を手掛 か りとして 〉は、

「田舎」とい う語彙 を考証す ることで、基層社会の空間形態 を明 らかにす る。 〈一 田

舎考〉;居 延漢簡 に頻見す る 「田舎」は、屯田制度に関係するものではな く、城 邑外の

民家 を指 し、城 邑内の民家である 「邑中舎」 と対 をなす。 〈二 辟 と田舎〉;エ チナ河

流域 の田舎は、 しばしば鳩辟の中にあったが、某辟 田舎な どは、行政上 の従属関係 を

示す のではな く、田舎 の所在位置 を示す ものに過 ぎない。 〈三 里 と位置〉;城 邑内の

里が行政的のみな らず空間的意味をも有 し、里名 自体が位置表示方式であるのに対 し、

城 邑外の里 に編入 され た田舎は集 中す るとは限らないため、里名 とは別 の位置表示方

式 を要 した。 〈四 補論 一 城内 と城外〉;本 籍地 として表示 された 「郡縣郷里」は、行

政上 の従属関係 を反映 したものに過 ぎず、家屋が城 邑内外 のいずれに位置するかはわ

か らない。しかし城 邑内外の居住及び生活形態には必然的に極 めて大きな相違があ り、

必要に応 じて異なった統治規定 が適用 された。

〈第二章 秦漢律 における同居の連坐〉は、基層社会の基本単位 である 「戸」を検討

す る。 「同居=戸 」とい う認識 に基づき、同居連坐 を縁坐、伍人連坐な どと比較す るこ

とで、その性質 を明 らかにす る。 〈一 縁坐 と牧〉 〈二 伍人の連坐〉 〈三 同居の連坐〉

の各節 において、縁坐お よび伍人 ・同居(同 一戸籍 に記載 された家族成員)の 連坐 を

分析 し、その結果、以下の五点 を確認す る。第一;縁 坐は妻子 ・父母 ・同産 と同心 円

的に広がる」血縁 を基準 とす るが、同居の連坐 は戸籍 に基づき、伍人 の連坐 と似てむ し

ろ地縁 を基準 とす る。第二;縁 坐は血縁関係 そのものを根拠 とす るが、伍人 ・同居の

連坐 は罪 を告発 しない ことを根拠 とす る。第三;縁 坐 は親族の連坐 を以 て犯罪者 を威
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嚇す るが、伍人 ・同居 の連坐は 自身に対す る連坐 を以 て犯罪者 の周囲 を威嚇す る。第

四;縁 坐 は重罪 に適用 され るが、伍人 ・同居 の連坐は周囲に発覚 しやすい罪に適用 さ

れ る。第五;縁 坐 には死刑 ・身分刑 な ど重刑 が下 され るが、伍人 ・同居 の連坐 には比

較的軽い財産刑が下 され ることが多い。 〈四 文帝期以後〉;文 帝 は「牧:幣諸相坐律令」

を撤廃 したが、それに先立ち、『二年律令』においてすでに家族 の犯罪を告発 しない 「不

告」がす でに認め られ、ついで宣帝地節 四年詔 において犯罪者 の身柄 を匿 う 「首匿」

が認 められた ことを確認す る。

〈第三章 秦漢時代の戸籍 と個別人身支配 一 本籍地 に関す る考察 一 〉は、 「戸籍」

についての研究である。秦漢時代 に戸籍 とい う名 の基本台帳が存在 したか否 かは、な

お議論 されてい るが、 「戸籍制度」は、本籍地で編製 ・保存 された様 々な形式の名籍 を

包括 し、 「文書行政」の脈絡 において理解すべ きである。 〈一 身元表示 としての本籍

地〉;個 人の身元表記 に本籍地(縣 ・里)が 用 い られたのは、個人 に関す る記録が本籍

地に集中 され ていたためであること、および裁判記録 が当人の本籍地 に通達 されるな

ど、記録の集 中が制度的に保証 されていたことを確認す る。 〈二 本籍地発行の証明文

書〉;傳(旅 行許可書)の 発行 に際し、各種簿籍 を編纂管理 した郷が、訊問のために拘

束すべ き人物 なのか、逃亡者なのか、賦役 を滞納 していないのかな ど、申請者の資格

を審査 したこと、縣は必要 に応 じて簿籍 を照合す ることで郷の審査 を検認しえたこと、

一方で里 は簿籍 を扱っていなかったことを確認す る。 〈三 本籍地を失った人 々〉;刑

徒の身元表記 は出身の本籍地ではな く判決地 を用 い、それは刑徒 に戸籍 がない ことを

示す。戸籍は里の住民 を対象 に編成 され たが、刑徒は里か ら追放 され、戸籍 か ら抹消

され るため、判決地がその個人記録 の集 中地 となる。

〈第四章 秦漢時代 の里における連帯責任 一 文書行政の補足手段 一 〉;連 帯責任 に

焦点 を当て、里が個別人身支配 に果 たしていた役割、里 と郷の支配機能 の差異 を明 ら

かにす ることで、第三章 を補完す る。 〈一 文書行政 と郷 ・里〉;民 による犯罪事実の

官庁への告発 である 「告」、官庁 に対す る申し立てである 「自言」、官庁への一定の事

実の登録 である 「占」 の手続 きを分析す ることで、文書行政が郷以上の官庁 でのみ執

行 されてお り、里 の役人は文書や簿籍 に関与 していないことを確認す る。続 く二節で

は、民の生活空間である里の内部における連帯責任 を問題 とす る。 〈二 連帯責任その

一 一 連坐〉は主動的に犯罪 を告発 しない と刑罰 を与 える連坐 を扱 う。 〈(一)里の役人〉

は、連坐 に関わ る里の役人である里正(里 典)・ 父老 ・田典 を検討 し、 〈(二)連坐条文〉

は連坐 に関わる律 の条文 を分析す る。 〈三 連帯責任その二 証任〉は、個別 の事柄 に

対 し保証 を要求す る証任 を扱 う。 〈(一)証 ・任 ・証任〉 は 「証」が過去のことに対す

る保証、 「任」が未来の ことに対す る保証、一方で 「証任」は複数の人間が互いに証言

す る場合 に用い、上掲 の 「任」 の意味 をもたないことを確認す る。 〈(二)里 人 による

証 ・任〉 は、里人 が証 ・任 を担任す る事例 を分析 し、里人 の責任 は、既成の ことが ら

に対す る保証 に限 られ ていたことを確 認す る。
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〈結論〉は、若干の論点 を補足 しつつ、本論の内容 を総括す る。
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(論文審査の結果 の要旨)

秦漢史研究 は、『睡虎地秦墓竹簡』(文 物出版社、1978)の 公刊 により一変 した。釈

文 ・注釈 ・訳文の揃ったこの書物は、考古資料 ・出土文字資料 に従来無縁のものにも

広 く出土文字資料 の門戸 を開いた。 さらに 『居延新簡』(同 、1990)の 刊行で居延漢簡

への関心が高 ま り、 『張家山漢簡』(同 、2001)の 刊行 は、 これを睡虎地秦簡 と相互参

照す ることによって、戦国秦か ら前漢初期 にお よぶ時期の具体像 を、それ以前 とは比

較にならない密度 で復元す ることを可能 にした。 このよ うな史料条件の飛躍的向上 を

反映 して、今 日の秦漢史研究では、律令 ・行政文書な どの出土文字資料 を活用 した法

制史研究 が最 も盛行 している。

本論文 は、そ うした近年 の研究動 向の最先端 に位置づ けられる。専 ら出土文字資料

を用いて、秦漢時代の基層社会、 よ り具体的には、郷 ・里 ・伍 ・戸 ない し個人 に対す

る支配の実態の解 明を試み るものである。2011年 に刊行 された『里耶秦簡(萱)』(同)・

『肩水金 関漢簡(萱)』(中 西書局)を も活用 してお り、最新の史料条件 を反映した研

究成果である。以下、本論文の構成 に即 して、その創見 を確認 してい こ う。

〈第一章 居延漢簡 に見 られ る住居及び里制 一 「田舎」を手掛 か りとして 一 〉は、

「田舎」とい う語彙 を考証す ることで、基層社会の空間形態 を明らかにする。(1)居 延

漢簡 に頻見す る 「田舎」は、屯 田制度に関係す るものではな く、城 邑外の民家を指 し、

城 邑内の民家 である 「邑中舎」と対 をなす。(2)「 某辟 田舎」な どの表現 は、その田舎

の 「某辟」 に対す る行政的な従属関係 を示す のではな く、田舎の所在位置 を示すもの

に過 ぎない。(3)城 邑内の里が行政的のみな らず空間的意味をも有 し、里名 自体が位置

表示方式 た りうるのに対 し、城 邑外 の里 に編入 された田舎は一箇所 に集 中する とは限

らないため、 「某辟 田舎」の如 き里名 とは別 の位置表示方式 を要 した。(4)城 邑内外の

居住及び生活形態 には必然的 に極 めて大 きな相違 があ り、必要に応 じて異なった統治

規定が適用 された。

〈第二章 秦漢律 における同居の連坐〉は、基層社会の基本単位 である 「戸」を検討

す る。 「同居 二戸」とい う認識 に基づき、同居連坐 を縁坐、伍人連坐な どと比較す るこ

とで、以下の所見を提示す る。(1)縁 坐は妻子 ・父母 ・同産 と同心 円的に広がる」血縁 を

基準 とするが、同居連坐は戸籍 に基づ き、伍人の連坐 と似てむしろ地縁 を基準 とす る。

(2)縁 坐は血縁関係 そのものを根拠 とす るが、伍人 ・同居の連坐は罪を告発 しない こと

を根拠 とする。(3)縁 坐は親族の連坐を以て犯罪者 を威嚇す るが、伍人 ・同居の連坐 は

自身 に対する連坐を以て犯罪者の周囲を威嚇す る。(4)縁 坐 は重罪 に適用 されるが、伍

人 ・同居の連坐 は周囲に発覚 しやすい罪 に適用 される。(5)縁 坐 には死刑 ・身分刑な ど

重刑が下 され るが、伍人 ・同居 の連坐 には比較的軽い財産刑が下 され ることが多い。

〈第三章 秦漢時代の戸籍 と個別人身支配 一 本籍地 に関す る考察 一 〉は、 「戸籍」

についての研究である。以下の所見 を提示す る。(1)個 人の身元表記に本籍地(縣 ・里)

が用い られたのは、個人 に対す る記録 が本籍地 に集 中していたためである。(2)傳(旅
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行許可証)の 発行手続 の分析 に基づき、個人 に関す る各種簿籍 を編纂管理するのは郷

であ り、その副本 が縣 に提 出されたこ と、その一方で、里は簿籍 を扱わない ことを確

認す る。(3)刑 徒の身元表記が出身の本籍地ではな く判決地 を用いることか ら、刑徒が

里か ら追放 され、戸籍か ら抹消 されるため、判決地がその個人記録 の集 中地 となる。

〈第四章 秦漢時代 の里における連帯責任 一 文書行政の補足手段 一 〉;連 帯責任 に

焦点 を当て、里が個別人身支配 に果 たしていた役割、里 と郷の支配機能 の差異 を明 ら

かにす ることで、第三章を補完する。(1)「告」 「自言」 「占」の手続 を分析す ることで、

文書行政 が郷以上 の官庁でのみ執行 され てお り、里の役人は文書や簿籍 に関与 してい

ない ことを確認す る。(2)里 の連帯責任 として連坐 ・証任 を分析す る。 「証」が過去の

ことに対す る保証、 「任」が未来の ことに対す る保証である一方で、 「証任」は複数の

人間が互い に証言す る場合 に用い、上掲 の 「任」 の意味 をもたない ことを確認する。

ついで里人の連帯責任が、既成 のことが らに対す る保証 に限 られていた ことを確認す

る。

以上のよ うに、本論文は、秦漢簡積 に見 える特定の語彙 を考証す る とい う法制史な

い し制度史的手法 を採る。手堅 く無理のない考証だが、それのみに安住す ることな く、

制度 を通 した基層社会支配 の具体的復元 を志 向す る。質量 ともに加速度的 に増加す る

出土文字資料 に惑溺 し、精緻だが過度 に細分化 された、近年の研究動向の悪 しき一面

か ら一線 を画す るものである。その視野 の広 さは、た とえば第一章 は聚落史、第二章

は家族史など社会史研究の各方面 にわた り、また、第三章 ・第 四章 の作業 において、

秦漢帝国の個別人身支配 を支 えたもの として、従来強調 された文書行政 に加 えて、里

における人間関係 がこれ を補完 していた とす る見解は、いわゆる里共同体論 にも関わ

るものとして、秦漢時代のみな らず続 く魏晋時代 の理解 にも影響 し、 きわめて含蓄 に

富んだ見解 とい える。

睡虎地秦簡 は秦王政 の初年、張家山漢簡は呂后二年頃 に編年 され、その時代差 は半

世紀 に及 び、しかもこの間、秦 の統一 と崩壊、漢 の建 国 といった政治的大変動 を経て

い るので、両者 を相補的 に用いることは安易にな され てはな らない。 しかしなが ら、

本論文は、比較的長期 にわたって持続 しうる普遍 的な原則 を志 向す ることで、秦か ら

前漢初期 を一つの時代 として扱 うことに成功 している。今後の関連研究 がまずは参照

すべき確実な定点 を提示 しえたもの といえる。

以上、審査 した ところによ り、本論文 は博士(文 学)の 学位論文 として価値あるも

のと認め られる。なお、平成25年1月18日 、調査委員が論文 内容 とそれに関連 して試

問した結果、合格 と認めた。
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